
No. 質問項目 質問 回答

1
実施要領３
参加資格要件

　ＪＶでの参加は可能でしょうか。また，参
加可能である場合の参加要件はありま
すでしょうか。

　共同提案の場合は，以下に掲げる項目を全て満たすことを要件とします。
(1)代表者を１者選定することとし，代表者と全ての構成員が「実施要領３　参加資格要件」を全
て満たす者であること。
(2)各構成員が，他の構成員として又は単独で本業務に参加していないこと。
(3)本業務を受託するに当たっての各構成員の役割を別添「（参考様式）委託業務共同企業体
協定書」に記載すること。
(4)共同企業体に係る協定書を締結していること，又は本業務の契約の締結の日までに協定書
の締結を予定していること。（参加申込みに当たり協定書又は協定書案の写しを添付するこ
と。）

2
実施要領５（５）
スケジュール

　審査（プレゼンテーション）　について「7
月中旬頃」との記載がございますが，ス
ケジュール確保のため，候補日程をご教
示いただくことは可能でしょうか。

　審査（プレゼンテーション）は，一次審査の実施を想定し，現時点で７月28日又は29日での開
催を計画しています。

3
実施要領10（５）
契約

　実施要領には，「委託契約に係る業務
の全部を一括して第三者に委託してはな
らない」とございますが，業務の一部（テ
ストマーケティングやマーケティング調査
にかかる業務等）を第三者に再委託する
ことについて，制約はあるでしょうか。

4
実施要領10（５）
契約

　企画コンペ実施要領10契約(5)におい
て，「委託契約に係る業務の全部を一括
して第三者に委託してはならない。」との
記載がありますが，業務の円滑な遂行の
ために外部の事業者に一部を再委託す
ることは可能でしょうか。

5
仕様書３
業務目的

　鹿児島県庁様の中で，現状「かごしま
黒豚」を売る上で最も大きな課題だと感じ
られている部分はどこなのかご教示くだ
さい。（例：知名度の低さ，価格納得性，
競合が強い，流通の少なさ，販路拡大す
るための人手不足など）

　価格納得性の向上が重要な課題であると考えております。
　その課題解決のため，品質，それを実現する生産条件等に対する消費者の認知度向上を図
る必要があると考えています。

「かごしま黒豚」ブランド戦略策定に係る業務委託
質問書への回答

　一部再委託については可能ですが，契約時にその範囲や内容，相手方等を委託者（県）と協
議することとします。
　企画提案時に再委託が見込まれる場合は，その範囲や内容，相手方等を提案書に記載して
ください。
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6
仕様書３
業務目的

　現在の相場価格はどれくらいで，それ
を将来的にどれくらいまで上げたいと考
えているのか，ご教示ください。

　「かごしま黒豚」は相対取引が主であり，公表データがないため，お答えできません。

7
仕様書４（１）
「かごしま黒豚」

　鹿児島黒豚とかごしま黒豚が同時期に
商標登録されている理由はなぜですか。
　鹿児島黒豚の定義についても知りたい
です。

　類似した商品が出回ることを防止するため，「鹿児島黒豚」についても図形商標として登録し
ております。
　｢鹿児島黒豚｣については，産地と黒豚を組み合わせた名称であり，銘柄食肉の表示として，
精肉店などで利用されており，県黒豚生産者協議会の会員が生産した｢かごしま黒豚｣であっ
ても｢鹿児島県黒豚｣として，店頭で販売される事例があります。
　このため，本業務においては，「かごしま黒豚」と｢県産黒豚｣とを分けて定義しております。

8
仕様書４（１）
「かごしま黒豚」

　現在，商標登録済の名称と証明書，現
在使用しているツールを全て教えてくださ
い。また，その画像素材をご提供くださ
い。

　本県が 「かごしま黒豚」関連で所有する商標は４つあり，別紙１のとおりです。
　「かごしま黒豚」の関連ツールとしては，鹿児島県黒豚生産者協議会（以下，「県黒豚生産者
協議会」という）のＨＰ（ＵＲＬ：https://www.k-kurobuta.com/），公式Instagramアカウント
（https://www.instagram.com/kagoshima_kurobuta/）があります。また，県黒豚生産者協議会
が所有する販促資材（別紙２）やＰＲ動画等があります。
　なお，ご提案にあたり県黒豚生産者協議会の画像等を使用する場合は，協議会事務局へお
問い合わせください。

9
仕様書４（１）
「かごしま黒豚」

　六白豚の定義が各サイトで曖昧なので
すが，六白豚についてはどのような理解
でいたらよいでしょうか。

　六白とは，黒豚（バークシャー種）の外貌的特徴（顔，四肢端及び尾端が白い）を指したもの
であり，黒豚のブランド名に利用されている事例（例：六白黒豚）がございます。

10
仕様書４（１）
「かごしま黒豚」

　かごしま黒豚と県産黒豚の成分の違い
や味の違いについての情報があれば，
教えてください。

　両者を比較することを目的とした試験等の情報は持ち合わせておりません。
　なお，かごしま黒豚に関する情報は，県黒豚生産者協議会ＨＰ（ＵＲＬ：https://www.k-
kurobuta.com/）や鹿児島大学の調査結果（参考：別紙３）等があります。

11
仕様書４（１）
「かごしま黒豚」

　どうして「かごしま黒豚」の表記になった
のか教えてください。

　本県では，平成元年度から「かごしまブランド」確立運動を展開しており，県を代表する農畜
産物を「かごしまブランド産品」として指定しています。鹿児島県産であることをわかりやすく表
示し，安心して購入していただくため，「かごしまの○○（産品名）」のネーミングとしていたこと
から，平仮名表記とされたようです。

12
仕様書４（１）
「かごしま黒豚」

　1999年に"かごしま黒豚"という名称に
商標登録をされていますが，これまでの
県が主導したブランド向上に資する活動
を教えてください

　本県では，昭和46年から黒豚の系統造成を開始し，これまで４つの系統豚を造成するなど，
種豚改良に取り組んでいます。また，平成11年には，「かごしま黒豚」を県のブランド産品に指
定しています。なお，「かごしま黒豚」のブランド向上に資する取組として，県では，「かごしま黒
豚」の生産者等で組織する県黒豚生産者協議会と連携して取り組んでおり，詳細は県黒豚生
産者協議会のＨＰ（ＵＲＬ：https://www.k-kurobuta.com/）や南日本新聞社発行の「かごしま黒
豚物語」等をご参照ください。

https://www.k-kurobuta.com/
https://www.instagram.com/kagoshima_kurobuta/
https://www.k-
https://www.k-kurobuta.com/
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13
仕様書４（１）
「かごしま黒豚」

　「かごしま黒豚」は，鹿児島県内以外だ
とどの都道府県で最も食べられているの
でしょうか。

　「かごしま黒豚」の都道府県別の消費量は承知しておりませんが，県黒豚生産者協議会によ
ると，令和５年度の「かごしま黒豚」の流通先割合は，関東が約４割，県内が約２割，近畿と九
州（鹿児島県除く）がそれぞれ約１割を占めております。

14
仕様書４（１）
「かごしま黒豚」

　県または黒豚生産者協議会において
過去に実施された「かごしま黒豚」関連
の調査（認知度，販路，消費者評価等）
があれば，提供いただくことは可能でしょ
うか？

　「かごしま黒豚」の流通割合については，No.13の回答をご参照ください。
　なお，県や県黒豚生産者協議会において，認知度や消費者評価について調査した実績はあ
りません。

15
仕様書４（１）
「かごしま黒豚」

　東京圏における「かごしま黒豚」の流通
量（年間90頭）という規模について，今後
の拡大意向や現状制約（物流・販路・需
要面等）があればお知らせください。

　「かごしま黒豚」の流通割合が多い東京圏については，今後も主要な流通先であると捉えて
おります。なお，年間90頭の流通量は，県黒豚生産者協議会が東京食肉市場に定期的に上場
している頭数となります。

16
実施要領４（２）
マーケティング調査及びテスト
マーケティング

　テストマーケティングにあたり，「かごし
ま黒豚」の流通関連事業者との連携（試
作品や商品の調達など）も必要になる可
能性があると想定いたします。そうした，
テストマーケティング対象となる商品等の
調達にかかる協力事業者については，ご
指定がございますでしょうか。もしくは提
案段階において協力先を含めた体制に
ついて提案すべき事項でしょうか。

　テストマーケティング対象となる商品等の調達に関して，県から「かごしま黒豚」流通事業者
の指定はありません。なお，流通関連事業者との連携が必要な場合は，その協力先を含めた
体制についてご提案ください。

17
仕様書５（２）
マーケティング調査及びテスト
マーケティング

　業務委託仕様書内の，「業務内容」イ，
ウについて，「かごしま黒豚」だけでなく
「県産黒豚」に関しても調査を実施するよ
う記載があるが，「県産黒豚」の調査を行
う目的はなにか。
　「かごしま黒豚」が「県産黒豚」との差別
化を図るためか，「県産黒豚」も「かごしま
黒豚」と同様に売り出したいのか。

　ご推察のとおり，「かごしま黒豚」と「県産黒豚」との差別化を図ることが目的です。
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18
仕様書５（２）
マーケティング調査及びテスト
マーケティング

　「かごしま黒豚」のマーケティング調査
対象の，消費者サイド(ｲ)に関して，鹿児
島以外は東京圏の消費者と絞られてい
る理由は何でしょうか。東京圏に注力し
て売っていきたいというご意向がおありな
のでしょうか。
　あわせて，「本県を訪れる観光客」とい
うのは，日本人・外国人問わずでしょう
か，もしくは，どちらかに重きを置いて
売っていきたいなどのご意向はございま
すでしょうか。

　ご推察のとおり，東京圏で「かごしま黒豚」の認知度をあげることが有効だと考えております。
　本戦略は，国内における「かごしま黒豚」の高付加価値化を目指すために策定するものです
が，本県を訪れる観光客に関しては，日本人・外国人のいずれかに重点を置くなどの想定はし
ていません。

19
仕様書５（２）
マーケティング調査及びテスト
マーケティング

　「ア　「かごしま黒豚」に対する調査」の
調査結果を踏まえ，とありますが，テスト
マーケティングを効果的に実施するため
に，調査と平行しての実施は可能でしょう
か。

　可能です。

20
仕様書５（２）
マーケティング調査及びテスト
マーケティング

　また，中間業者サイド(ｱ)に関して，消費
者サイドと同様に，東京圏および鹿児島
県内に対象を絞るご想定でしょうか。そ
れとも，全国規模での調査をお考えで
しょうか。

　中間業者に関して，対象の指定は当方では行いません。
　提案されるマーケティング調査等の目的に合致した調査対象となっていれば構いません。

21
仕様書５（２）
マーケティング調査及びテスト
マーケティング

　消費者調査に際し，県または関係機関
が保有する既存の調査対象リスト（東京
圏・観光客など）はございますか。

　既存の調査対象リストはございません。

22
仕様書５（２）
マーケティング調査及びテスト
マーケティング

　現時点で，「かごしま黒豚」の競合ブラ
ンド豚肉として，具体的にどのような銘柄
を想定されていますでしょうか？（例：ア
グー豚，もち豚 など）
加えて，海外産ブランド豚（例：イベリコ豚
など）も競合に含まれるご認識でしょう
か。 また，ノーブランドの国産豚肉なども
競合対象となりますでしょうか。

　競合ブランド豚肉としては，「かごしま黒豚」以外の県産黒豚やその他，首都圏で販売されて
いる海外産ブランド豚や国産銘柄豚を想定しています。
　なお，国産豚肉については，消費者の節約志向により，国産銘柄豚肉から比較的安価な国
産豚肉へ需要がシフトするといった競合は想定されます。
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23
仕様書５（２）
マーケティング調査及びテスト
マーケティング

　テストマーケティングにおいて，商品改
良，販促資材制作，限定販売等の実施
に関して，どの程度まで自由度が認めら
れるか明示いただけますか。

　テストマーケティングの方法等に係る当方からの指定は特にございません。

24
仕様書５（２）
マーケティング調査及びテスト
マーケティング

　東京圏・鹿児島県内におけるテストマー
ケティング実施場所の確保・協力店舗紹
介など，県による支援の可否についてお
聞かせください。

　テストマーケティング実施場所については，受託者が確保することとし，県による支援等はご
ざいません。

25
仕様書５（２）
マーケティング調査及びテスト
マーケティング

　すでに把握されている，東京圏でかご
しま黒豚が大きく売り場を持っていたり，
大きな売上を誇る店舗等あれば，ご教示
いただけますか。

　「かごしま黒豚」の販売店舗に関しては，県黒豚生産者協議会において「かごしま黒豚」販売
指定店制度に基づき，一定量以上の取扱い量のある店舗を指定しています。
　「かごしま黒豚」販売指定店は，県黒豚生産者協議会のＨＰ（ＵＲＬ：https://www.k-
kurobuta.com/）で確認ください。

26
仕様書５（２）
マーケティング調査及びテスト
マーケティング

　実施回数の仕様はございますが，日数
の想定はありますでしょうか。例えば，週
末（土日の２日間）に開催した場合，１回
のカウントでしょうか。それとも２回のカウ
ントでしょうか。

　日数の想定はありません。
　例示された週末（土日の２日間）に開催した場合は１回とカウントします。

27
仕様書５（２）
マーケティング調査及びテスト
マーケティング

　実施回数が最低６回（うち東京圏２回以
上）と記載がありますが，回数の考え方
についてご教示ください。
　例えば，６店舗の調査協力店が集まる
ショッピングモールにおける週末でのテ
ストマーケティングを実施する場合，１週
末を１回として×６回実施すると考えるべ
きでしょうか。それとも，１店舗でのテスト
マーケティングを１回と考え，６店舗で実
施すれば６回実施したとみなされるので
しょうか。

　テストマーケティングについて，目的や手法が同一の場合は，１回とカウントします。
　今回，例示されている２事例はいずれも１回とカウントします。

https://www.k-
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28
実施要領４（３）
ブランド戦略策定に係る会議の
運営

　ここでいう「会議」とは，県事務局の皆
様との定例MTGのようなものを指すので
しょうか。それとも，外部有識者や県担当
部局等を含めた会議体を想定しているも
のでしょうか。

29
仕様書５（３）
ブランド戦略策定に係る会議の
運営

　ブランド戦略策定会議には，どのような
人が出席する予定か，何人規模の会議
を想定されているか教えてください。

30
仕様書５（３）
ブランド戦略策定に係る会議の
運営

　会議で招致する委員や，その人数の想
定はありますでしょうか。

31
仕様書５（３）
ブランド戦略策定に係る会議の
運営

　ブランド戦略策定に係る会議の構成メ
ンバー（県職員，協議会，流通・販売関係
者等）と，ファシリテーション上配慮すべ
き点があればご教示ください。

32
仕様書５（３）
ブランド戦略策定に係る会議の
運営

　自治体側で想定されている会議の参加
者とおおよそ人数はありますでしょうか。

33
仕様書５（３）
ブランド戦略策定に係る会議の
運営

会議の構成員（メンバー）は委託者様が
選定されますか，それとも提案でしょう
か。また，委託者様が選定される場合，
想定されているメンバーをご教示いただ
けないでしょうか。

34
仕様書５（３）
ブランド戦略策定に係る会議の
運営

　会議はリアル開催の想定でしょうか。オ
ンラインやハイブリッド開催の希望等は
ありますでしょうか。

　開催形式に関して指定はありませんが，オンライン参加が可能な環境の確保を必須としてい
ます。開催される会議が円滑に議論を深めることができる開催形式を御提案ください。

35
仕様書５（３）
ブランド戦略策定に係る会議の
運営

　会場に関して，県庁舎の会議室を利用
することは可能でしょうか。

　本企画提案に関して，県庁舎の会議室を利用しない前提で作成ください。

　構成メンバーについては，鹿児島県畜産振興課（約５名）に加え，必要に応じて生産者団体
等からの参加（約３名）を想定しています。また，議論をスムーズに進め，参加者全員が積極的
に議論に参加できるような検討会としてください。
　なお，生産・流通・販売等に関する専門的な知見を有する有識者を招集し，ブランド戦略（案）
の検討に参加されることを妨げるものではありません。
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36
仕様書５（４）
ブランド戦略案の作成

　本業務によって策定されるブランド戦略
の活用目的や，県として最も重視する
ターゲット層（消費者属性・業種等）があ
ればご教示ください。

　本ブランド戦略は，県における「かごしま黒豚」振興の施策立案に活用する予定です。
　現時点では，「かごしま黒豚」が最も多く流通している東京圏の消費者を最も重視しており，
今回のマーケティング調査等により，より具体的なターゲット層を検討していきたいと考えてお
ります。

37
仕様書５（４）
ブランド戦略策の作成

　現時点で特に重要視しているターゲット
はありますでしょうか。

　現時点では，「かごしま黒豚」の流通量が多い東京圏の消費者を有力なターゲットの１つとし
ており，今回のマーケティング調査等により策定される戦略においては，より明確なターゲット
が盛り込まれるものと考えています。

38
仕様書６
成果品

　成果物の著作権が委託者に帰属する
ことは承知しておりますが，当該成果物
の知見を汎用化して他地域への横展開
等で活用することは許容されますか。

　現時点で成果物がないため，可否を判断することはできません。

39
仕様書８
参考

　検討会の実施時期や開催回数につい
て，効果的な実施とすることを目的として
時期や回数を変更することは可能でしょ
うか。

40
仕様書８
参考

スケジュールにおける各検討会の開催
時期やテストマーケティング実施時期に
ついて，調整の余地（相談可能性）はあり
ますか？

41
実施要領９（２）
別表１　審査項目及び審査内容

　マーケティング調査の審査内容におい
て「回答数が仕様書と合致しているか」と
あるが，この「回答数」とは何を指します
でしょうか。

42
実施要領９（２）
別表１　審査項目及び審査内容

　仕様書5-(2)マーケティング調査及びテ
ストマーケティングの評価で示している
「回答数」はテストマーケティングの実施
回数の認識でよろしいでしょうか。

43
実施要領９（２）
別表１　審査項目及び審査内容

ブランド戦略の審査・採択にあたって，最
も重視される評価軸（実効性，革新性，
政策適合性など）についてご教示くださ
い。

　実施要領９（２）の別表１の審査内容で審査しますが，業務目的等の理解がなされていること
が必要不可欠と考えております。

　市場調査，マーケティング調査等を踏まえ，令和７年10月上旬にブランド戦略の方向性が検
討できること。また，その後，テストマーケティング等を踏まえ，令和８年２月上旬にブランド戦
略（案）の検討・決定ができるプロセス・スケジュールの提案となっていれば問題ありません。

　「回答数」については「回数」が正です。
　※県HP掲載データは修正後のものに差し替え済みです。



No. 質問項目 質問 回答

44
実施要領９（２）
別表１　審査項目及び審査内容

　業務遂行において，県・協議会・受託者
の役割分担が事前に定められている場
合は，その概要をご教示ください。

　仕様書５に記載の業務内容を受託者が実施することを想定しております。
　具体的には，各種調査結果等を受託者において取りまとめ，ブランド戦略策定に係る会議等
に県（必要に応じて生産者団体等）が参加，検討を進め，その結果を踏まえ，ブランド戦略（案）
を策定することとしております。

45
実施要領９（２）
別表１　審査項目及び審査内容

　「追加提案」について，評価対象となる
内容・範囲・期待水準等があればご教示
ください。

　追加提案に関しては，｢かごしま黒豚｣が差別化される新たな視点やアイディアがあるか，予
算，期間，体制面などから提案が実行可能であるか，｢かごしま黒豚｣の価値をより高める内容
か，といった点を中心に審査する予定です。

46 その他
　策定後のブランド戦略はどのような体
制（県内外関係者含む）で実行・推進され
ることを想定していますか。

　本ブランド戦略の内容により，実行体制や推進手法は異なると考えますので，現時点で具体
的な想定はありません。



出願した商標 出願申請日 現状

日本 　　　　　　　　　かごしま黒豚証明書 H10.3.18
商標登録　H11.4.2（H31.4.2更新)
登録No　　4256267
有効期限　10年間(Ｒ11.4.2)

日本 　　　　　　　　　ミニシール H10.3.18
商標登録　H11.4.2（Ｈ31.4.2更新)
登録No　　4256268
有効期限　10年間(Ｒ11.4.2)

日本 　  　かごしま黒豚 H10.3.18
商標登録　H11.4.2（Ｈ31.4.2更新)
登録No　　4256269
有効期限　10年間(Ｒ11.4.2)

日本 　  　鹿児島黒豚 H10.3.18
商標登録　H11.4.2（Ｈ31.4.2更新)
登録No　　4256270
有効期限　10年間(Ｒ11.4.2)

出願・登録した国等

国
内

商標登録状況

（別紙１）



「かごしま黒豚」関連のＰＲ資材（その１）

○ 鹿児島県黒豚生産者協議会（黒豚協） ポスター，のぼり等の作成 販売指定店等でＰＲに活用

A4 三つ折りリーフレット（令和５年度作成・６年度配布） エコバック
（令和３年度作成）

ポスター（令和５年度作成・６年度配布）

食べ歩きMAP
（令和６年度改訂）

のぼり・ミニのぼり
（平成30年度作成）

1

かごしま黒豚販売指定店証 かごしま黒豚販売指定店看板 2

「かごしま黒豚」関連のＰＲ資材（その２）

（別紙２）



（別紙３）


